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発達障がい学生に対する支援の現状と課題
――A大学の調査結果より――

内野　悌司*・高田　　純**・小島奈々恵***
（受付　₂₀₁₇ 年 ₁₀ 月 ₂₃ 日）

I　目　　　　　的

　わが国では，平成₂₈年 ₄ 月より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以
下，障害者差別解消法）が施行された。それに伴い，高等教育機関は障がいのある学生の修
学機会を保障し，合理的配慮の提供に取り組まなくてはならなくなった。
　文部科学省「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告（第一次まとめ）」（平成₂₄
年）₁）において，「大学等における合理的配慮」とは，「障害のある者が，他の者と平等に『教
育を受ける権利』を享有・行使することを確保するために，大学等が必要かつ適当な変更・
調整を行うことであり，障害のある学生に対し，その状況に応じて，大学等において教育を
受ける場合に個別に必要とされるもの」であり，かつ「大学等に対して，体制面，財政面に
おいて，均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とされている。
　「合理的配慮」をめぐっては，国公立大学では法的義務，私立大学では努力義務となった。
その一方で，大学等に対して「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とされている
ため，何をどこまでやればよいのかという論議になりがちである。また合理的配慮の評価を
行うための判断基準が不明確である。そこで，障がいのある学生が「教育を受ける権利」を
享有・行使するために必要な配慮とは，どのようなものであるかを議論し，大学での対応要
領を作成する必要がある。
　発達障がいのある大学生の具体的な支援内容の記述や体系化をめざす先行研究の代表的な
ものとして，国立特別支援教育総合研究所（以下，特総研）と日本学生支援機構（以下，
JASSO）の共同研究（₂₀₀₄～₂₀₀₆）₂, ₃），井野ら（₂₀₀₉）₄）の研究があげられる。これらの研究
では，困難場面と支援内容の分類と具体的支援例をまとめ，支援にどのような効果があった
かなどが明らかにされている。こうした研究の蓄積によって，学生の困難領域や場面と効果
的な支援方法，支援体制が確立されつつある。しかし，小中高等学校の支援についての研究
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と比較して，さらに小中高等学校とは異なる大学の特徴に応じた支援の研究についてはまだ
不十分である。
　本研究は，筆者らが相談を経験した A大学の学生の中で，自閉スペクトラム症（以下，
ASD），限局性学習症（以下，LD），注意欠如・多動症（以下，ADHD）の診断を受けた学生，
およびその疑いがある学生について，現状と支援状況，特に支援開始時はどのような状況で，
実際にどのような支援を行ってきたかを調査し，発達障がい学生の支援の現状と支援上の留
意点，課題を明らかにすることを目的とする。そして，今後の支援や合理的な配慮のあり方
について考え，大学の対応を検討するための資料としたい。

II　方　　　　　法

　本研究は，科学研究費助成を得た研究（以下，科研）註）の一環において，筆頭筆者が研究
分担者として行ったものであり，方法については₂₀₁₄年度の科研研究班で協議して決定した
ものを採用している。なお，本研究は科研代表者の所属機関において，倫理審査を受け，承
認を得（承認番号₂₀₁₄₁₇R），さらに，筆頭著者が調査実施時に所属していた機関においても
倫理審査の承認を得ている（承認番号　第 E-₂₈₈号）。
　調査対象は，ASD，LD，ADHDの診断をもつ学生（医師の診断を受けている，あるいは
「疑い」と指摘されている場合），および ASD，LD，ADHDの傾向のある学生（医師の診断
を受けていないがカウンセラーの見立てによる場合）を対象にした。
　調査項目の検討と作成については，科研研究班において，発達障がい学生の支援に関する文
献資料を収集・検討し，調査項目案を作成した。項目の作成にあたっては，JASSO（₂₀₁₂）₅），
日本LD学会研究委員会（₂₀₀₈a, ₂₀₀₈b）₆）₇），大町（₂₀₁₄）₈），黒山（₂₀₁₂）₉），髙橋ら（₂₀₁₂）₁₀），
髙橋（₂₀₁₂）₁₁），渡部（₂₀₁₀）₁₂），山本ら（₂₀₁₀）₁₃），萩原（₂₀₁₀）₁₄），飯塚（₂₀₁₀）₁₅），屋宮
（₂₀₀₉）₁₆），毛利（₂₀₀₉）₁₇），山崖（₂₀₀₈）₁₈），小田切（₂₀₀₇）₁₉），鶴田（₂₀₀₇）₂₀），中島（₂₀₀₃; 

₂₀₀₅）₂₁, ₂₂），岩田ら（₂₀₀₄）₂₃），岩田（₂₀₀₃）₂₄），須田ら（₂₀₁₁）₂₅），髙橋（₂₀₁₁）₂₆），杉岡（₂₀₁₁）₂₇），
河田（₂₀₁₁）₂₈），青木ら（₂₀₁₁）₂₉）などの文献を参照した。
　そして，科研研究班において，発達障がい学生への支援内容を分類・整理するための「支
援項目」の大カテゴリーを作成するとともに，調査すべき項目について検討した。
　調査項目は以下の通りである。①性別，所属学部・研究科，入学年度，②支援開始時期（入
学後何年目に支援を開始したか），支援開始時年齢，③現在の状況（在学・卒業・退学），履
修状況（順調，不安定，困難，不明），休学経験とその期間，④診断名，診断時期，障害者手
帳取得の有無，⑤生活形態（一人暮らし，家族同居，その他），面接対象（本人，保護者，教
員，職員，学外連携機関，その他），⑥見立て／主訴／状態像，経過，支援内容，主・副支援
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カテゴリー（自己理解支援，心理支援，修学支援，日常生活支援，学生生活支援，コミュニ
ケーション支援，入学・移行支援，出口・就労支援，その他），備考。
　診断分類については，JASSOの実施している調査₃₀）を参考にした。JASSOの調査では，発
達障害（診断有）の場合には，「LD，ADHD，高機能自閉症等，発達障害の重複」，発達害が
疑われる場合には「LD，ADHD，高機能自閉症等，区分不明」の計 ₈つのカテゴリーが使用
されている。
　また，今回の診断分類の用語については，「高機能自閉症等」ではなく，DSM-Vの「自閉
スペクトラム症」を採用した。
　上記の診断カテゴリーに該当する学生の選定は，₂₀₁₃，₂₀₁₄年度に筆者らが経験した事例
において，該当すると考えられる₂₇名を対象とした。

III　結　　　　　果

1　分析対象者の属性

　分析の対象となる学生の人数は，男子₂₂名，女子 ₅名の計₂₇名であり，学部₂₂名，大学院
博士課程前期 ₃名，大学院博士課程後期 ₂名であった。以前大学に在学していたが中退し，
再受験して入学した学生も ₄名いた。

2　支援開始年とその特徴

　支援開始年は，入学してからの年数であり，表 ₁の通りである。ただし，大学院生につい

表1.　支援開始年（入学後）
人数（％）

学部 大学院博士課程前期 大学院博士課程後期 計

₁年目  ₇  （₃₂） ₂   （₆₇）  ₉  （₃₃）

₂ 年目  ₄  （₁₈）  ₄  （₁₅）

₃ 年目  ₆  （₂₇）  ₆  （₂₂）

₄ 年目  ₄  （₁₈）  ₄  （₁₅）

₅ 年目  ₁   （₅） ₁   （₅₀）  ₂   （₇）

₆年目 ₁   （₃₃）  ₁   （₄）

₉年目 ₁   （₅₀）  ₁   （₄）

計 ₂₂（₁₀₀） ₃ （₁₀₀） ₂ （₁₀₀） ₂₇（₁₀₀）

*大学院生で ₆，₉年目となっているのは，学部から本学に入学した学生で，
学部からの通算年を示す。
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ては，学部から本学に入学し，支援を開始したのは大学院進学後の博士課程前期 ₁年時であっ
た場合， ₅年目とした。他大学を卒業し，大学院から本学に入学し，博士課程前期 ₁年時で
あった場合， ₁年目とした。支援を開始したのは， ₁年目が ₉名と最も多く，ついで ₃年目
₆名， ₂年目と ₄年目が ₄名， ₅年目が ₂名， ₆年目と ₉年目がそれぞれ ₁名であった。
　調査項目「経過」と併せて，支援開始時期と来談経緯を検討したところ，以下の特徴が明
らかになった。支援開始 ₁年目の特徴は，入学前に診断を受けていて，入学時に支援を要請
した学生 ₂名，入学後まもなく対人関係や集団活動に馴染めないことや，困りごと，不適応
感をもった学生が ₇名であり，来談経緯の自発は ₅名，紹介は ₄名だった。
　 ₂年目の特徴は，対人関係や学業の行き詰まりから自発的に来談している学生が ₂名，不
登校になって保護者や教員に紹介されて来談した学生が ₂名であった。
　 ₃年目の特徴は，自分の対人関係の特徴から ASDではないかと思って，あるいは抑うつな
どの精神症状を呈して自発的に来談した学生が ₃名。学業や実習の行き詰まり，あるいは対
人トラブルから教員の勧めで来談学生が ₃名であった。
　 ₄年目の特徴は，卒業研究のことでの指導教員との関係や実験のミスから抑うつ的となり，
精神科を受診し，当センターを紹介されて来談した学生が ₂名。自分自身で困り感をもって
自発的に来談した学生が ₂名。学業の行き詰まりと精神的問題を抱えていそうということで
指導教員からの紹介が ₁名であった。
　 ₅年目以降の特徴は，卒業論文が進まなかったり，教員との関係がうまくいかなかったり
したことから自発的に来談した学生が ₂名，就職活動や博士論文の行き詰まりから教員の紹
介で来談した学生が ₂名であった。
　支援開始時の年齢（表₂）は幅広い。学部生で年齢が高い学生は，過去に大学中退後，再受
験して入学した学生がいるからである。

3　現在の状況および休退学の経験について

　現在の状況（表₃）は，在学₁₉名，卒業 ₆名，退学 ₂名であった。
　履修状況（表₄）については，約半数は履修が「順調」であり，一時期には授業に出られな
かったり，単位を修得するのが困難であったりした「不安定」のものが₃₇％，「困難」が続い
ている学生が約 ₁割であった。そのうち実験やレポート作成，卒業研究が困難であったり，
対人関係が苦手で授業や実験に出られなかったりしたため，卒業が遅れることが明らかな学
生が ₈名おり，退学した学生 ₂名は博士課程後期の大学院生であった。
　休学経験（表₅）については，学部生の ₄名であった。対人関係が苦手で，授業に出られな
かったり，集団活動ができなかったりのためであり，休学期間は ₁年以内が ₂名， ₂年が ₂
名であった。
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表2.　支援開始時年齢
人数（％）

学部 大学院博士課程前期 大学院博士課程後期 計
₁₈歳  ₂   （₉）  ₂   （₉）
₁₉歳  ₃  （₁₄）  ₃  （₁₄）
₂₀歳  ₄  （₁₈）  ₄  （₁₈）
₂₁歳  ₃  （₁₄）  ₃  （₁₄）
₂₂歳  ₃  （₁₄） ₁   （₃₃）  ₄  （₁₈）
₂₃歳  ₂   （₉） ₂   （₆₇） ₁   （₅₀）  ₅  （₁₉）
₂₄歳  ₂   （₉）  ₂   （₉）
₂₅歳  ₁   （₄）  ₁   （₄）
₂₆歳  ₁   （₄）  ₁   （₄）
₂₇歳 ₁   （₅₀）  ₁   （₄）
それ以上  ₁   （₄）  ₁   （₄）
計 ₂₂（₁₀₀） ₃ （₁₀₀） ₂ （₁₀₀） ₂₇（₁₀₀）

表4.　履修状況
人数（％）

学部 大学院博士課程前期 大学院博士課程後期 計
順調 ₁₀  （₄₅） ₂   （₆₇） ₁   （₅₀） ₁₃  （₄₈）
不安定  ₉  （₄₁） ₁   （₅₀） ₁₀  （₃₇）
困難  ₂   （₉） ₁   （₃₃）  ₃  （₁₁）
未記入  ₁   （₅）  ₁   （₄）

計 ₂₂（₁₀₀） ₃ （₁₀₀） ₂ （₁₀₀） ₂₇（₁₀₀）

表3.　現在の状況
人数（％）

学部 大学院博士課程前期 大学院博士課程後期 計
在学 ₁₇  （₇₇） ₂   （₆₇） ₁₉  （₇₀）
卒業  ₅  （₂₃） ₁   （₃₃）  ₆  （₂₂）
退学 ₂（₁₀₀）  ₂   （₇）
計 ₂₂（₁₀₀） ₃ （₁₀₀） ₂ （₁₀₀） ₂₇（₁₀₀）

表5.　休学経験
人数（％）

学部 大学院博士課程前期 大学院博士課程後期 計
休学あり  ₄  （₁₈）  ₄  （₁₅）
休学なし ₁₈  （₈₂） ₃ （₁₀₀） ₂ （₁₀₀） ₂₃  （₈₅）
計 ₂₂（₁₀₀） ₃ （₁₀₀） ₂ （₁₀₀） ₂₇（₁₀₀）
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4　診断について

　診断の有無については，診断を受けている学生は₁₀名。内訳は注意欠如・多動症（以下
ADHD）が ₂名，自閉スペクトラム症（以下 ASD）が ₇名，ADHDと ASDの重複が ₁名で
あった。傾向があると判断されたのは ASDが₁₅名，LDが ₁名，ADHDが ₁名であった。
　診断を受けた時期は，中学時代 ₁名，高校時代 ₂名，大学入学後で支援開始前が ₄名，入
学後で支援開始後が ₃名である。
　手帳（療育手帳あるいは精神障害者保健福祉手帳）の有無については，取得していること
が確認されている学生は，学部生 ₁名のみであった。診断を受けていても，手帳を取得して
いる学生は，ほとんどいない現状であった。

5　生活形態や面接対象，連携状況について

　生活形態は，一人暮らしが₂₀名（₇₄％）と多い。
　面接対象（表₆）は，本人のみが ₉名（₃₃％），本人と保護者 ₃名（₁₁％），本人と教職員 ₄
名（₁₈％），本人と保護者と教職員₁₀名（₃₇％），保護者と教職員 ₁名（₄％）に分類された。
　連携状況は，教職員が₁₅名（₅₆％），保護者が₁₄名（₅₂％）であった。

6　学生の困り感と支援内容について

　調査項目の「見立て／主訴／状態像」および「経過」の記載より，学生の困り感の具体的
な記述をまとめ，分類したのが表 ₇である。

表6.　面接対象
人数（％）

学部 大学院博士課程前期 大学院博士課程後期 計

本人のみ  ₈  （₃₆）  ₁  （₃₃）  ₉  （₃₃）

本人，保護者  ₃  （₁₄）  ₃  （₁₁）

本人，教職員  ₂   （₉）  ₁  （₃₃） ₁   （₅₀）  ₄  （₁₈）

（内訳）本人，教員 ₂ ₁ ₃

　　　  本人，教員，職員 ₁ ₁

本人，保護者，教職員  ₉  （₄₁）  ₁  （₃₃） ₁₀  （₃₇）

（内訳）本人，保護者，教員 ₈ ₁ ₉

　　　  本人，保護者，教員，職員 ₁ ₁

保護者，教職員 ₁   （₅₀）  ₁   （₄）

計 ₂₂（₁₀₀） ₃ （₁₀₀） ₂ （₁₀₀） ₂₇（₁₀₀）
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　調査項目の「見立て／主訴／状態像」および「経過」の記載より，具体的な支援の代表的
なものをカテゴリー毎に整理したものが表 ₈であり，その支援数を示したのが表 ₉である。
最も多いのが心理支援で₁₈名（₆₇％），ついで自己理解支援が₁₄名（₅₂％），修学支援が₁₃名
（₄₈％），日常生活支援および学生生活支援がそれぞれ₁₀名（₃₇％），出口・就労支援が ₉名
（₃₃％），コミュニケーション支援 ₈名（₃₀％），入学・移行支援 ₁名（₄％）となっている。

表7.　学生の困り感

困り感の領域 具体的な記述

学業でつまずく

授業に行きたいけど出られない。語学の授業で会話ができない。学生同士の話し
合いがある授業に出られない。実習で調子をくずしてしまう。レポートの書き方
がわからない，まとめられない。レポートの提出期限に間に合わない。実験やレ
ポートなど正解のない課題が増え，勉強がわからなくなり成績が下がった。指導
教員から言われた課題を忘れる。指導教員から厳しいことを言われ，怖くて研究
室に行けなくなった。教室，スケジュールなどの急な変更に対応できない。卒論
のテーマが決められない。

コミュニケーション，対
人関係に困難をもつ

対人関係に馴染めず，不登校となる。周囲の人の言動が理解できず，打ち解けら
れない。人と雑談できない。自分の言動が周囲にどう思われるのか気になる。友
人を作る方法を知りたい。人からの依頼を断れず，溜め込んでは投げ出すという
パターンを繰り返す。教員の指導を悪い意味に受け取る。人から嫌がられている
とよくいう。対人関係でトラブルを起こさないように深いつきあいを避ける。

学業以外の日常生活の問
題をもつ

生活リズムが不規則である。忘れ物が多い。落し物の手続きに行けない。優先順
位がわからない。アルバイトの捜し方，応募の仕方がわからない。

想像力や社会性の問題か
らトラブルを起こす

挨拶ができないため，態度が悪いとか，無視したように受け取られる。好きなこ
とを一方的に話してしまう。研究室で皆が掃除をしているときに，一人だけ自分
のことをしている。卒論の指導中に指導教員を怒らせてしまった。同級生の勉学
態度に怒り，同級生間の LINEで激しく叱責した。ハラスメント行為を行った。

感情や行動のコントロー
ルが難しい

衝動性の問題がありリストカットを行う。恋愛問題で傷ついて不登校になる。恋
愛関係のもつれから自殺企図を行った。

二次的あるいは合併する
心理的問題をもつ

多くの人がいる場所などで混乱を来して倒れる。実験のミスが重なり抑うつとな
り，医療機関を受診した。「不注意が多く，将来が不安」と語る。新奇場面での
不安，過呼吸がある。発表時に不安が高まりパニック発作を起こす。幼少期より
気持ちの切り替え難しい。対人関係に敏感であり，気分の波が激しく，関係念慮
を起こすことがあった。聴覚過敏，聞き取りの困難，記憶の困難をもつ。

就職・進路の問題をもつ
何がしたいかわからない。自分の適性がわからない。就職活動をするが，就職が
決まらない。将来を悲観する。就労に不安をもつ。就職活動で面接がうまくいか
ない。就職活動をするが，一次選考で落とされることが多く，自信を喪失する。

自分は人と違うなどの違
和感をもつ

自分は人と何か違う。対人関係がうまくいかず，他人に興味が持てなかった。引
きこもるクセを直したいということで自発的に相談にきた。自分は何をやっても
うまくいかないという。
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表
8.
　
支
援
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
支
援
内
容
，
具
体
例

支
援
項
目

支
援
内
容

支
援
内
容
具
体
例

自
己
理
解
支
援

本
人
の
自
己
理
解
に
繋

が
る
支
援

困
難
を
把
握
す
る
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
を
実
施
し
，
課
題
を

共
有
し
た

自
分
の
行
動
パ
タ
ー
ン
，

生
活
を
振
り
返
っ
て
み
え

て
き
た
得
手
不
得
手
の
理

解
を
促
し
た

自
分
の
悩
み
の
パ
タ
ー
ン
や

そ
の
背
後
に
あ
る
考
え
方
を

整
理
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
見
通

し
が
も
て
な
い
な
ど
の
苦
手
な

状
況
と
対
応
に
つ
い
て
話
し

合
っ
た

心
理
検
査
等
を
使
用
し

て
，
自
身
の
得
手
不
得
手

を
確
認
し
た

心
理
支
援

精
神
的
安
定
や
支
え
に

繋
が
る
支
援

パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
た
り
す
る

契
機
を
整
理
し
，
ど
の
よ
う

に
対
応
す
る
か
を
一
緒
に
検

討
し
，
不
安
を
緩
和
し
た

叱
責
さ
れ
て
落
ち
込
ん
で

い
た
相
談
を
受
け
た

毎
回
，「
駄
目
だ
っ
た
」
と

報
告
し
て
く
る
本
人
に
対
し

て
結
果
で
は
な
く
過
程
や
努

力
を
労
っ
た

相
談
を
通
じ
，
不
登
校
状
態
で

あ
っ
た
こ
と
を
両
親
に
打
ち
明

け
る
こ
と
が
で
き
た

希
死
念
慮
に
対
し
て
緊
急

支
援
を
行
っ
た

修
学
支
援

学
業
に
ま
つ
わ
る
支
援

授
業
に
集
中
で
き
る
よ
う
工

夫
を
一
緒
に
考
え
た

発
表
や
レ
ポ
ー
ト
の
書
き

方
，
時
間
の
使
い
方
に
つ

い
て
話
し
あ
っ
た

履
修
す
る
授
業
や
授
業
単
位

等
の
確
認
を
本
人
と
行
っ
た

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
指
導
教
員
に

連
絡
を
と
り
，
状
態
像
の
共
有

と
配
慮
を
依
頼
し
た

実
験
な
ど
を
履
修
す
る
際

に
，
担
当
教
員
に
配
慮
願

い
を
出
し
，
一
緒
に
事
前

相
談
を
行
っ
て
い
る

日
常
生
活
支
援

学
校
生
活
以
外
の
日
常

生
活
に
お
け
る
支
援

日
常
生
活
の
リ
ズ
ム
の
取
り

方
や
感
情
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

仕
方
に
つ
い
て
話
あ
っ
た

対
人
関
係
や
ア
ル
バ
イ
ト

先
で
ど
の
よ
う
に
振
る
舞

う
か
な
ど
の
相
談
を
受
け

た

本
人
が
困
っ
て
い
る
生
活
リ

ズ
ム
や
事
柄
に
つ
い
て
相
談

に
の
り
，
具
体
的
な
ア
ド
バ

イ
ス
を
行
っ
た

急
な
予
定
変
更
が
あ
っ
た
と
き

の
対
処
，
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
を
行
っ
た

ア
ル
バ
イ
ト
を
開
始
す
る

ま
で
の
ス
キ
ル
獲
得
と
実

行
計
画
を
話
し
合
っ
た

学
生
生
活
支
援

学
業
以
外
の
学
校
生
活

に
ま
つ
わ
る
支
援

同
級
生
と
の
関
係
な
ど
で
，

ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
か
，

対
人
関
係
を
も
つ
か
を
話
し

合
っ
た

授
業
に
行
け
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
は
，
学
校
で

の
過
ご
し
方
な
ど
の
相
談

に
の
っ
た

部
局
の
学
生
支
援
室
職
員
に

休
憩
で
き
る
場
所
の
確
保
を

依
頼
し
た

登
校
し
た
日
は
お
弁
当
を
食
べ

た
り
，
空
き
時
間
に
勉
強
で
き

る
よ
う
学
生
相
談
機
関
の
部
屋

を
貸
し
た

パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
て
倒

れ
た
り
す
る
こ
と
へ
の
対

応
に
つ
い
て
関
係
者
に
周

知
し
依
頼
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
支
援

対
人
関
係
に
ま
つ
わ
る

支
援

対
人
関
係
に
お
い
て
，
ど
の

よ
う
に
話
を
す
る
か
な
ど
を

検
討
し
た

教
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
方
法
に
つ
い
て

検
討
し
た

彼
女
と
の
距
離
の
と
り
方
に

つ
い
て
検
討
し
た

本
人
を
惑
わ
せ
る
よ
う
な
他
者

の
言
動
に
つ
い
て
検
討
し
た

研
究
室
の
先
輩
と
の
つ
き

あ
い
方
に
つ
い
て
具
体
的

に
検
討
し
た

入
学
・
移
行
支
援

大
学
入
学
前
後
の
時
期

の
移
行
支
援

入
学
時
に
配
慮
申
請
の
あ
っ

た
学
生
お
よ
び
保
護
者
と
複

数
の
支
援
部
署
で
話
し
合
い

を
行
っ
た

指
導
教
員
，
授
業
担
当
教

員
に
特
性
の
配
慮
依
頼

出
口
・
就
労
支
援

卒
業
や
就
労
・
転
出
，

退
学
等
に
伴
う
支
援

進
路
に
つ
い
て
の
相
談

就
職
活
動
で
エ
ン
ト
リ
ー

シ
ー
ト
作
成
や
面
接
の
準

備
を
支
援
す
る

学
生
の
保
護
者
と
面
談
を
行

い
，
精
神
科
の
受
診
を
勧

め
，
診
断
を
受
け
て
，
本
人

の
自
己
理
解
を
促
し
，
今
後

の
進
路
を
考
え
る
支
援
を
行

う
こ
と
に
し
た

地
域
の
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
を
紹
介
し
，
就
労
支
援
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

就
労
移
行
支
援
事
業
所
を

紹
介
し
，
支
援
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
し
た

そ
の
他

気
分
障
害
を
理
由
に
精
神
科

医
に
つ
な
い
だ

教
員
と
協
力
し
，
学
生
の

状
態
や
特
性
を
保
護
者
に

説
明
し
理
解
を
得
て
，
協

力
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に

働
き
か
け
た

指
導
教
員
が
学
生
を
指
導
す

る
際
の
配
慮
に
つ
い
て
相
談

を
受
け
る

主
治
医
と
連
絡
を
と
り
あ
っ

て
，
適
切
な
治
療
と
相
談
を
提

供
で
き
る
よ
う
協
力
し
た

面
接
担
当
以
外
の
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
が
心
理
検
査
を
実

施
し
，
医
師
の
診
断
に
役

立
て
た
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IV　考　　　　　察

1　学生の困り感の分類と支援開始の契機

　特総研・JASSO（₂₀₀₅）₂），福田（₂₀₀₇）₃₁），井野（₂₀₀₉）₄）において，学生がつまずいたり，
困難を感じたりする領域の分類は若干異なるが，具体的場面はだいたい共通しており，今回
の調査も同様の結果を示していた。具体的な記述を上記の先行研究を参考に，困り感の領域
を分類した。困り感の領域を，「学業でつまずく」，「コミュニケーション，対人関係に困難を
もつ」，「学業以外の日常生活の問題をもつ」，「想像力や社会性の問題からトラブルを起こす」，
「感情や行動のコントロールが難しい」，「二次的あるいは合併する心理的問題をもつ」，「就
職・進路の問題をもつ」，「自分は人と違うなどの違和感をもつ」と命名した。
　「自分は人と違うなどの違和感をもつ」というのは，他の領域とニュアンスが異なるが，自
分の特性に気づいたり，内省の動機づけにつながったりする契機となる能動的な困り感と考
えて分類した。
　支援開始する契機となった困り感の特徴について考察する。大学進学して ₁年目は，新規
な場面や対人関係，集団活動などに馴染めないことや，困りごと，不適応感をもって来談す
ることが多い。 ₂年目以降も学業での行き詰まりや対人関係の問題から，自発的にも紹介で
も相談にきている。 ₃年目の特徴としては，学業や対人関係の問題に加え，二次的あるいは
合併する抑うつなどの心理的問題から精神科を受診して診断を受け，相談に来る学生もみら
れる。対人トラブルのため紹介で来談する学生もみられる。 ₄年目以降になると，卒業論文
の執筆や実験がうまくいかなくて，あるいは指導教員との関係がうまくいかなくなって来談

表9.　支援カテゴリー実数
人数（％）

学部 大学院博士課程前期 大学院博士課程後期 総計

自己理解支援 ₁₁（₄₁） ₂ （₆₇） ₁ （₅₀） ₁₄（₅₂）

心理支援 ₁₅（₅₆） ₂ （₆₇） ₁ （₅₀） ₁₈（₆₇）

修学支援 ₁₂（₄₄） ₁ （₅₀） ₁₃（₄₈）

日常生活支援  ₈（₃₀） ₁ （₃₃） ₁ （₅₀） ₁₀（₃₇）

学生生活支援  ₈（₃₀） ₂ （₆₇） ₁₀（₃₇）

コミュニケーション支援  ₆（₂₂） ₂ （₆₇）  ₈（₃₀）

入学・移行支援 ₁（₃₃）  ₁  （₄）

出口・就労支援  ₆（₂₂） ₂ （₆₇） ₁ （₅₀）  ₉（₃₃）

その他  ₆（₂₂） ₁ （₅₀）  ₇（₂₆）
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する学生が多い。このように学年の移行に伴う心理的課題と取り組むといった，学生サイク
ル（鶴田，₂₀₀₁）₃₁）に応じて，発達障がいのある学生の来談の特徴があることが示唆された。

2　支援内容と連携

　来談した学生は，修学や対人関係，対人コミュケーションなどでのつまずきや，困り感，
傷つきをもっていることが多いため，心理支援が最も多く約 ₃分の ₂で行われている。
　自己理解支援を行うことも多く，約半数で行われていた。福田（₂₀₀₇）₃₂）が指摘する通り，
「自分の問題をある程度自覚していながら正確に把握できず，それを是正できないことは大変
なストレスになる」ため，自己理解と内省を促すことは有益である。相談の中で丁寧に主訴
を聴き，学生の抱える問題・課題について整理し，軽減・解決に向けて話し合う過程におい
て，学生本人の知的理解や能動的な気づきが得られ，安定に向かっていた。
　修学上の問題については，教員との連携が必要なことが多く，また不登校などがある場合，
保護者の学生に対する理解と協力も欠かせず，修学支援も約半数で行われていた。修学支援
については，指導教員や授業担当教員へ配慮願いをするに当たり，学内の障がい学生支援機
関との連携が必要である。教員が実際に授業や指導を行うに当たって，配慮願いを提出する
ことに加え，必要に応じ，学生個別の特性に合わせた具体的な指導方法について，コンサル
テーションを行っていた。その際に，教員の負担へ留意する必要があり，その後の修学状況
や学生の様子を聞き，教員の指導上の相談を受けることもあった。
　学業以外の学校生活での対人関係上の問題を抱えていたり，学内外でパニックを起こして
しまったりする学生であれば，学生の所属する部局職員との連携が必須となっていた。たと
えば，心身の状態が不調となったとき，一人で休める場所を学部事務室の一角に準備しても
らうなどであった。また独特のこだわりをもつ学生であれば，日常生活のリズムの取り方や
感情コントロール，ストレスマネジメント，アルバイトのことなどで，日常生活支援やコミュ
ニケーション支援を行うこともあり，支援対象学生の約 ₃分の ₁に行われていた。
　修学上の問題や対人関係の問題はない，もしくは多少つまずきはありながらも卒業・修了
は可能であったが，コミュニケーションが苦手で就職活動に行き詰まる学生がいた。また，
就職が決まらなかった学生や，就職後に退職を余儀なくされた卒業・修了生が若干名おり，
卒業・修了後に就労支援が必要な学生もいた。出口・就労支援については，岩田（₂₀₀₆）₃₃）

が「卒業後の進路は簡単に決まらないため，継続的に支援の受けられる機関を紹介すること
が大切である」と指摘しているように，学内の就職支援機関や地域の発達障害者支援セン
ター，民間の就労移行支援事業所などへの紹介と連携が必要であった。今後，ますます就労
支援とそのための連携を行うことが課題と考えられる。
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3　診断を受けることについて

　今回の調査対象で診断を受けている学生は₁₀名（₃₇％）であった。大学入学前に診断を受
けている ₃名の学生のうち，入学時に自発的に支援や配慮願いを要請した者が ₂名，入学後
まもなく対人関係や集団活動に馴染めないため不適応感をもって来談した学生が ₁名であっ
た。入学前に診断を受けている場合，それまで支援を受けた経験があるため，入学時や入学
後の早い段階で相談や支援につながり，その後の学生生活でもさまざまな問題に直面してい
るものの，修学状況は順調である。
　入学後で支援開始前に診断を受けた ₄名の学生のうち一人は，幼少期から対人関係がうま
くいかなかったため，自分は ASDではないかと考え，自発的に精神科を受診し診断を受けて
いる。 ₂名の学生は修学上の問題や対人関係上の問題などから抑うつ的となり，それを主訴
に精神科を自発的に受診し，ASDの診断を受けている。もう一人は，過去に在学していた大
学時代に診断を受け，中退後に再入学した学生であるため，「入学後で支援開始前」に分類し
た。これらの学生は，対人関係や学生生活が必ずしも順調とはいえない者もいるが，自分自
身で課題意識をもち，支援を受けながら学生生活を続けている。
　入学後で支援開始後に診断を受けた ₃名の学生のうち， ₂名は入学直後より対人関係や集
団活動に馴染めず，学生相談を受けた後に受診し診断を受けており， ₁名は学業の行き詰ま
りと精神的問題から教員の紹介で学生相談を受けた後に診断を受けている。これらの学生は，
家族の理解を得て休学し，アルバイトなどさまざまな社会経験を積むことで，時間はかかり
ながらも復学し，学業を継続している。
　診断を受けることは必ずしも必要ではないが，診断を受けることのメリットはたしかにあ
る。実際に認められたメリットは，それまで学生は問題の原因をすべて自分の能力や努力の
問題と捉えがちで自己評価が低かったが，問題の捉え直しを行うことができたことである。
そして，診断を受け相談を続ける中で，学生本人の特性の認識が促され，自分なりの対処を
工夫することができるようになったことで，修学状況や学生生活への適応が向上したことで
ある。
　学生にとって大きな課題となっている就職問題については，就労支援を受ける上で，診断
の有無や手帳の取得が条件になることもあるので，その点についても留意する必要がある。
　その一方で，診断を受けることを含め，精神科医の診察を勧めるデメリットもあるだろう。
たとえば，学生が病気のあるように扱われることへの抵抗感や反発，自尊感の傷つきがもた
れるなどして，相談における信頼関係が脅かされることがある。また，診断を受けることで，
関係者からステレオタイプな理解をされたり，誤解を受けたりする恐れもある。そこで，発
達障がいの診断や治療に精通している精神科医につなぐために，学生および保護者に対して，
学生が発達障がいの特性をもつことを伝えること，および上記のリスクを避ける工夫をする



健康科学研究　第 1 巻　第 1・2号　合併号

─　　─36 

ことがまず課題となる。そして，受診の勧め方を検討する必要がある。それとともに，学生
が自分の特性を理解し受け止められるようにするため，保護者および医療機関との連携のあ
り方について留意しなくてはならないだろう。

4　今後の課題

　障害者差別解消法が施行されるに伴い，「合理的配慮」を学生の状況に応じ，学生個々と，
および部局，全学レベルにおいて，どのように合意を形成していくかは，今後の課題である。
これまでの支援でも，障がいのある学生の教育を受ける権利はかなり保障できていると考え
られる。その一方で，学生の障がいの状況によって，指導教員や授業担当教員，部局の学生
支援担当職員の負担は，どうしても大きくなってしまう。そこで，合理的配慮について，学
生および保護者と大学との間で，そして学内の教職員の間で，どのような支援が必要かつ可
能かを話し合う中で相互に理解し，その実現のため協力関係を構築できるよう合意を得なく
てはならない。
　そして，どのような支援を行っていくかを協議する上で，障がいを理由とする差別の解消
の推進に関する教職員対応要領と対応要領における留意事項を定める必要がある。作成した
ら，全学でコンセンサスが得られるよう，まずは周知しなくてはならない。その後に議論を
重ね，修正すべきところは修正し，支援実績を重ねていくことが望まれる。

V　お　わ　り　に

　発達障がいのある学生の支援には時間がかかっても，学生本人が自己理解や対処法の工夫
を重ねることで，学生自身が成長するものである。そして，支援者側の支援および連携のノ
ウハウを蓄積し，支援システムを充実させることで，学生の成長を促すことができると考え
られる。その一方で，ASDのある学生は個別性が高いため，支援に十全な配慮を要する。そ
こで，学生に対する細やかな理解を得ることが欠かせず，支援者側には忍耐とともに，気負
わず地道に支援に取り組む姿勢が必要と考えられる。
　大学は，グローバル化の競争の中で存在価値を示すためにも，学生のダイバーシティを尊
重し，ユニバーサルな教育および支援を行っていくという教育的価値観を全学的に共有し，
実現することが一つの方向性ではないだろうか。
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